
 

令和 7 年度 

総務委員会 視察報告書 
 

 

 

■視察日程 

  令和７年５月１２日（月）～１３日（火） 

 

 

■視察先 

  令和７年５月１２日 午後 香川県坂出市 

 

  令和７年５月１３日 午前 岡山県高梁市 

 

■視察参加者 

【委員会】委 員 長       中 村 和 美 

     副委員長       谷 川   登 

委  員       太 田 広 則 

委  員       髙 山 正 夫 

委  員       野 﨑 伸 也 

委  員       山 本 敬 晃 

 

【随 行】議会事務局      右 田 理 絵 



■視察先及び目的 

 １ 香川県坂出市 

  『防災・危機管理スペシャリスト養成プログラムについて』 

 近年、災害は多発化・激甚化しており、全国各地で大規模な自然災害が発生して

いる。本市においては、令和２年７月豪雨災害を経験し、避難所の整備や被災した

道路の復旧工事等を実施し、早期の復興を目指している。坂出市においては建物の

耐震化などのハード事業とあわせて、ソフト事業である人材育成に力を入れている。

特に大規模災害の経験が少ないことから、職員の中から防災・危機管理について指

導できる「防災・危機管理スペシャリスト」を養成し、市長が認定するシステムを

構築している。あわせて、全職員に防災・危機管理専門研修の受講を進めている。 

坂出市のこれまでの取組の経緯等を参考にするとともに、今後の委員会活動に 

生かすことを目的とする。 

 

 

２ 岡山県高梁市 

  『市民提案型まちづくり支援事業について』、『多文化共生の取組について』 

    昨今、少子高齢化や人口減少問題が深刻化する中、行政や市民等が連携・協力し

て暮らしやすいまちづくりに取組む必要がある。また、外国人居住者が増加する中、

互いの文化を理解し、交流を深めていくことが重要となっている。 

本市においては、本年３月に「第２次八代市協働のまちづくり推進計画」を策定

し、地域協議会を中心としたまちづくりを推進している。また、多文化共生におい

ては、やつしろ国際協会による国際交流イベントの開催や中国：北海市や台湾：基

隆市及び新竹市と市民レベルの交流を実施している。 

高梁市では、市民主体のまちづくりを推進するため、市民活動団体が自主的・主

体的に企画実施する公共の利益につながる事業を公募し、地域資源の再発見や観光

誘致につなげている。また、多文化共生の取組においては、市内大学に通学する留

学生と協力した子どもたちとの交流事業や高梁市の歴史や文化を学ぶ体験学習等

を実施している。 

高梁市のこれまでの取組の経緯等を参考にするとともに、今後の委員会活動に 

生かすことを目的とする。 

 

 

 



香川県坂出市 
                                         

 

１ 視察日時  令和７年５月１２日（月） １３：１０～１４：３０ 

 

２ 調査事項  『防災・危機管理スペシャリスト養成プログラムについて』 

 

３ 調査内容（説明内容） 

  ※別添資料のとおり 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ 本プログラムの発案者を教えてほしい。また、本プログラム作成は市独自で行っ

たのか、委託事業なのか、講師派遣依頼はどのように行ったのか伺う。 

Ａ１ プログラムの発案者は、消防出身者である元危機管理監が在職中発案したもの。

また、専門研修にかかるプログラム内容の教材は、市独自で作成したもの。スペ

シャリスト研修については、講師が作成したものを使用している。講師依頼につ

いては、元危機管理監が在職中の研修等を通じて知り合った人脈を活用して、元

危機管理監が直接依頼している。自治体への講師派遣依頼は、危機管理課が行っ

た。香川大学と坂出市は包括連携協定を締結しており、協定に基づき講師派遣を

依頼している。 

 Ｑ２ 防災情報システムは香川県が構築したものを利用しているのか。 

 Ａ２ 県のシステムを利用しており、各市町村が接続している。 

Ｑ３ スペシャリスト研修受講者は、多くが課長クラスとなっており、若い職員の受講

は少ないが、災害が発生した際の対応が難しいのが要因なのか。 

Ａ３ 指導者となるスペシャリスト養成研修の受講だけを見ると、事務職で若手職員の

受講は少ない。指導者としての経験が浅いため、二の足を踏んでいる状況。消防

職員は係長クラスから受講している。本プログラムを開始した経緯としては、課

長補佐クラスにリーダーとして、災害発生時の業務対応の中心として動けるよう

にとの考えから、養成研修の対象を課長補佐・係長クラスとしていた。 

Ｑ４ 災害発生時にスペシャリストが派遣された事例はあるのか。 

Ａ４ 昨年１月に発生した能登半島地震の際は、保健師を派遣したが、スペシャリスト

の派遣事例はない。 

Ｑ５ 本養成講座は職員向けとなっているが、市民向けの講座等もあるのか。 

Ａ５ 自主防災組織のリーダー養成講座を年１回実施している。また出前講座で防災に

関する講話を実施している。 

 



Ｑ６ 人材育成に関する課題は解決しているが、指揮命令系統に関する課題は解決した

のか。 

Ａ６ スペシャリスト養成研修を受講した危機管理課出身職員が異動により他部署に

配置されることにより、災害発生時における横断的な対応が可能となった。しか

し、危機管理課以外の部署からのスペシャリスト養成研修への参加が少ないこと

が課題となっている。 

 

※別添資料 

 ・防災・危機管理スペシャリスト養成研修の受講について 

 

【視察の様子】 

  

 

  

 

 



岡山県高梁市 

                                         

 

１ 視察日時  令和７年５月１３日（火） １０：３０～１１：４０ 

 

２ 調査事項  『市民提案型まちづくり支援事業について』 

        『多文化共生の取組について』 

 

３ 調査内容（説明内容） 

  ※別添資料のとおり 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ 市民提案型まちづくり支援事業を活用したことで、吹屋地区に移住につながった

事例があったが、移住者の出身地や年齢層について伺う。 

Ａ１ 本事業を活用しての移住としては横浜からの移住者が１名である。 

Ｑ２ 本事業の開始後、１０年間で３９事業を採択しているが、指定テーマと自由テー

マの採択割合はいかほどか。 

Ａ２ 指定テーマでの採択は３４事業、自由テーマでの採択は５事業となっている。指

定テーマのうち、子育てや人づくりをテーマとした事業が多い。令和７年度は

LINE を活用したイベント情報提供をテーマとした１事業を採択している。 

Ｑ３ 市内団体からの提案が出尽くした感があること、提案数が減少するなかで、申請

のハードルが高い印象をもつが、今後の事業の見直しは検討しているのか。 

Ａ３ 見直しを検討している。本事業以外のまちづくり事業としては、中・高校生が活

躍するための補助の実施や、町内会等のまちづくり団体への支援を行っている。 

Ｑ４ 本事業への応募は、地域によってばらつきはあるのか。 

Ａ４ 地域で積極的に活動する団体が応募するため、地域によって採択数のばらつきは

ある。 

Ｑ５ 外国人居住者と市民とのトラブルはあるのか。 

Ａ５ 留学生に関する苦情は、大学内にある連携室が相談を受け付けている。市への相

談も一定数あるが、現状としては大きなトラブルは起きていない。 

Ｑ６ 外国人留学生奨学金制度の内容について伺う。 

Ａ６ 市内の大学等に在籍している留学生に対して支給する償還不要の奨学金となっ

ている。特に成績優秀者を対象としているため、支給実績は減少傾向にある。 

 

 

 



 ※別添資料 

  ・高梁市市民提案型まちづくり支援事業 

  ・高梁市市民提案型まちづくり支援事業募集案内 

  ・高梁市における多文化共生の取り組み 

 

【視察の様子】 

  

 

  

 

 



 

 

 

 

〈〈 各委員所見 〉〉 















































総務委員会 視察所見 

 

議員名【 山本敬晃 】 

 

 

◆視 察 日：令和７年 5月 12日（月） 

◆視 察 先：香川県坂出市 

◆調査項目：防災・危機管理スペシャリスト養成プログラムについて 

 

香川県坂出市では防災・危機管理スペシャリスト養

成プログラムについて行政視察を行った。坂出市では、

地域防災計画に記載されている人員配置では人数不

足のため対応できない、部署間の連携が誰の指示でど

の作業をするかが明確になっていないことから指揮

命令系統の混乱により、初動対応がうまく機能してい

ない、業務継続計画などが徹底されていなかったこと

から自治体の中の優先業務が不明確、平常時の業務体

制から災害対応という緊急時体制へのモードの移行

が明確に宣言されなかったことから十分な対応が取

れていないといったことから、人材育成の必要性を強

く意識されたそうである。そこで、人材育成について

は、外部の専門家の助けを借りて、または助けを借り

ずに、内部から成長するためのプロセスでなければな



らないということと、個人や組織が時間の経過ととも

に独自の目標を設定し、達成する能力を強化・維持す

るプロセスであり、継続性が必要であるとの認識に至

り、防災・危機管理スペシャリストを養成することに

なったということである。 

事業内容としては、自組織内で指導者（スペシャリ

スト）を養成して、そのスペシャリストが全職員に防

災・危機管理研修（専門研修）を行う継続型研修シス

テムであり、市の防災力向上、危機管理体制の強化及

び防災・危機管理政策の推進、標準化した教育システ

ム構築を目的としている。2019 年度には教育プログ

ラムに基づき、職員 16名を育成し、2020年度からは

スペシャリストが指導者となり、全職員を対象に数年

かけて専門研修を実施し、2023年度にも職員 13名を

育成されたそうである。 

職員にとっては自らの業務を抱えながら、受講する

必要があり、負担にはなるが、坂出市の防災力の向上

には大きく貢献している事業であり、今後も継続して

いくべき事業であると思うが、本市での実施について



はもう少し調査研究する必要があると感じた次第で

ある。 


